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福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

�　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
場
合
に
は
」
の
下
に
「
、
法
第
二
十
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
を
除
き
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
場
合
に
は
、
」
の
下
に
「
法
第
二
十
条
の
五
の

二
第
二
項
及
び
」
を
加
え
る
。

　

�　

第
二
十
条
の
五
の
三
中
「
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
」
を
「
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
に
、
「
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
」
を
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の

額
の
合
計
額
が
」
に
、
「
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め

る
。

　

�　

第
二
十
条
の
十
八
の
三
中
「
第
十
四
条
」
の
下
に
「
又
は
法
第
二
十
条
の
五
の
二
第
二
項
」
を
加

え
る
。

　

�　

第
五
十
三
条
の
三
中
「
次
条
第
一
項
」
を
「
、
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機
構
を
経
由
し
て
次
条
第
一
項
」
に
、
「
場
合
に
は
」
を
「
と
き
は
」
に
改

め
る
。

　

�　

付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
平
成
四
十
三
年
度
」
を
「
平
成
四
十
五
年
度
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「

第
一
項
の
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
一
条

第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
特
定
取
得
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
十�

四
項
に
規
定
す
る
特
別
特
定
取
得
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
三

項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

　

�　

付
則
第
五
条
の
四
中
「
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
第

二
号
」
に
、
「
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
に
」
に
改
め
る
。

　

�　

付
則
第
五
条
の
五
中
「
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め

る
。

　

�　

付
則
第
五
条
の
六
中
「
第
二
十
条
の
五
の
三
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
掲
げ
る
」
を
「
同
条
中

「
次
に
掲
げ
る
」
に
、
「
、
「
掲
げ
る
」
を
「
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
」
の
下

に
「
と
、
「
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金

（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
利
子
等
の
金

額
の
う
ち
当
該
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
支
出
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
」
」
を
加
え
る
。

　
�　

付
則
第
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
の
五
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
」
を
「
法
第
三
十
七
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
第

三
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十�

七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

　

�　

付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
宅
地
」
を
「
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
宅
地
」
に
、
「
平
成
三�

十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
、
第
五
項

目
　
　
　
次

再
　
　
　
掲
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）
」
に
、
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三�

十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
平
成
三�

十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
法
附
則

第
十
二
条
の
二
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
二�

・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
四
項
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
第
十
三
項
」
を
「
第

十
二
項
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平

成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
各
号

に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ

ッ
ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年

三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
第

十
三
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三�

十
日
」
に
改
め
る
。

　

�　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
供
す
る
自
動
車
」
の
下
に
「
又
は

同
法
第
三
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業

の
用
に
供
す
る
自
動
車
」
を
加
え
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月

三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三�

十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
十
一
項
」

に
、
「
以
下
こ
の
条
」
を
「
次
項
及
び
第
十
二
項
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附

則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十�

一
日
）
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
（
次
項
に
お
い
て
「
車

両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
（
次
項
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽

減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
二
項
」

に
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十�

一
項
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
十
二
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
四
第
十
一
項
各
号
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の

、
第
七
項
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平

成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
平

成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十�

一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
も
の
」
の
下
に
「
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
も
の
」
を

加
え
、
同
条
第
十
六
項
中
「
第
十
条
第
八
項
第
五
号
」
を
「
第
十
条
第
七
項
第
六
号
」
に
、
「
第
四�

十
二
条
の
四
第
八
項
第
六
号
」
を
「
第
四
十
二
条
の
四
第
八
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

　

17�　

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
十
八
条
の
十
四
第
一

項
に
規
定
す
る
帰
還
環
境
整
備
推
進
法
人
が
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
環
境
整

備
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
（
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
的
施
設
又

は
特
定
公
共
施
設
の
う
ち
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
特
定
公
共

施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
限
る
。
）
に
よ
り
整
備
す
る
対
象
特
定
公
共
施

設
等
の
用
に
供
す
る
土
地
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動

産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
土
地
の
価
格
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す

る
。

　

�　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
」

を
削
り
、
「
平
成
二
十
三
年
改
正
法
の
施
行
の
日
の
翌
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
、
第
四

項
及
び
第
六
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

　

�　

付
則
第
九
条
の
二
の
二
中
「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
一
項
」
に
改

め
る
。

　

�　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
の
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」

を
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
法
附
則

第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十�

二
条
の
二
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
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度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
平
成
三
十
二
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度

」
を
「
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い

て
「
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
乗
用

車
」
の
下
に
「
（
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
平
成
二�

十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
」
を
「
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
表
を
加
え
る
。

四
第
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
）
」
を
「
平

成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
又
は
」

を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
三
・
五
ト
ン
を
超
え
」
の
下
に
「
八
ト

ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
若
し
く
は
車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
」
を
加
え
、
「
平
成
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
（
車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
三�

十
年
十
月
三
十
一
日
）
」
を
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と

し
、
同
条
第
十
四
項
を
同
条
第
十
三
項
と
す
る
。

　

�　

付
則
第
九
条
の
三
第
一
項
中
「
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
有
し
な
い
も
の
を�

い
う
。
次
項
第
一
号
」
に
、
「
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
定
め
る
も
の
を
い
う
。�

同
項
第
二
号
」
に
、
「
当
該
各
号
に
定
め
る
年
度
以
後
の
年
度
分
」
を
「
平
成
三
十
一
年
度
分
」
に�

、
「
読
み
替
え
後
」
を
「
読
替
え
後
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
も
の　

新
車
新
規
登
録
を
受
け�

た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号�

中
「
も
の　

新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度
」�

を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
表
」
を
「�

次
の
表
」
に
、
「
読
み
替
え
後
」
を
「
読
替
え
後
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
排
出
ガ
ス
保
安
基�

準
」
を
「
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（�

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
又
は
平
成
二
十
一
年
天
然�

ガ
ス
車
基
準
」
を
「
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
（
同
法
第
四
十
条
第
三
号�

に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十�

二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と
い
う
。
）

」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
」
の
下
に
「
（
電
力
併
用
自
動
車
の

う
ち
、
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
も
の
で
施
行
規
則

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
四
十
七
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項

を
勘
案
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
三
十
二
年
度
以
降
の
各
年

第
一
項
第
一
号
イ

七
千
五
百
円

二
千
円

八
千
五
百
円

二
千
五
百
円

九
千
五
百
円

二
千
五
百
円

一
万
三
千
八
百
円

三
千
五
百
円

一
万
五
千
七
百
円

四
千
円

一
万
七
千
九
百
円

四
千
五
百
円

二
万
五
百
円

五
千
五
百
円

二
万
三
千
六
百
円

六
千
円

二
万
七
千
二
百
円

七
千
円

四
万
七
百
円

一
万
五
百
円

第
一
項
第
一
号
ロ

二
万
九
千
五
百
円

七
千
五
百
円

三
万
四
千
五
百
円

九
千
円

三
万
九
千
五
百
円

一
万
円

四
万
五
千
円

一
万
千
五
百
円

五
万
千
円

一
万
三
千
円

五
万
八
千
円

一
万
四
千
五
百
円

六
万
六
千
五
百
円

一
万
七
千
円

七
万
六
千
五
百
円

一
万
九
千
五
百
円

八
万
八
千
円

二
万
二
千
円

十
一
万
千
円

二
万
八
千
円
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第
一
項
第
二
号
イ

六
千
五
百
円

二
千
円

九
千
円

二
千
五
百
円

一
万
二
千
円

三
千
円

一
万
五
千
円

四
千
円

一
万
八
千
五
百
円

五
千
円

二
万
二
千
円

五
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

六
千
五
百
円

二
万
九
千
五
百
円

七
千
五
百
円

四
千
七
百
円

千
二
百
円

第
一
項
第
二
号
ロ

八
千
円

二
千
円

一
万
千
五
百
円

三
千
円

一
万
六
千
円

四
千
円

二
万
五
百
円

五
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

六
千
五
百
円

三
万
円

七
千
五
百
円

三
万
五
千
円

九
千
円

四
万
五
百
円

一
万
五
百
円

六
千
三
百
円

千
六
百
円

第
一
項
第
二
号
ハ
⑴

�

七
千
五
百
円

二
千
円

一
万
五
千
百
円

四
千
円

第
一
項
第
二
号
ハ
⑵

一
万
二
百
円

三
千
円

二
万
六
百
円

五
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑴
ア

六
千
円

千
五
百
円

六
千
八
百
円

二
千
円

七
千
六
百
円

二
千
円

一
万
千
円

三
千
円

一
万
二
千
五
百
円

三
千
五
百
円

一
万
四
千
三
百
円

四
千
円

一
万
六
千
四
百
円

四
千
五
百
円

一
万
八
千
八
百
円

五
千
円

二
万
千
七
百
円

五
千
五
百
円

三
万
二
千
五
百
円

八
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑴
イ

二
万
千
二
百
円

五
千
五
百
円

二
万
五
千
六
百
円

六
千
五
百
円

三
万
四
百
円

八
千
円

三
万
五
千
二
百
円

九
千
円

四
万
四
百
円

一
万
五
百
円

四
万
五
千
六
百
円

一
万
千
五
百
円

五
万
千
二
百
円

一
万
三
千
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑵

一
万
千
円

三
千
円

五
千
円

千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑷

九
千
円

二
千
五
百
円

一
万
八
千
五
百
円

五
千
円

二
万
九
千
五
百
円

七
千
五
百
円

四
万
三
千
六
百
円

一
万
千
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑸

九
千
円

二
千
五
百
円

六
千
五
百
円

二
千
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑹

一
万
二
千
円

三
千
円

八
千
五
百
円

二
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑺

二
万
三
千
円

六
千
円

一
万
三
千
五
百
円

三
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑻

一
万
九
千
五
百
円

五
千
円

一
万
二
千
円

三
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
ア

二
万
三
千
六
百
円

六
千
円

二
万
七
千
六
百
円

七
千
円

三
万
千
六
百
円

八
千
円

三
万
六
千
円

九
千
円

四
万
八
百
円

一
万
五
百
円
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二
万
円

五
千
円

二
万
二
千
五
百
円

六
千
円

二
万
五
千
五
百
円

六
千
五
百
円

二
万
九
千
円

七
千
五
百
円

第
一
項
第
四
号
イ
⑵

二
万
六
千
五
百
円

七
千
円

三
万
二
千
円

八
千
円

三
万
八
千
円

九
千
五
百
円

四
万
四
千
円

一
万
千
円

五
万
五
百
円

一
万
三
千
円

五
万
七
千
円

一
万
四
千
五
百
円

六
万
四
千
円

一
万
六
千
円

第
一
項
第
四
号
ロ
⑴

一
万
二
千
円

三
千
円

一
万
四
千
五
百
円

四
千
円

一
万
七
千
五
百
円

四
千
五
百
円

二
万
円

五
千
円

二
万
二
千
五
百
円

六
千
円

二
万
五
千
五
百
円

六
千
五
百
円

二
万
九
千
円

七
千
五
百
円

第
一
項
第
四
号
ロ
⑵

三
万
三
千
円

八
千
五
百
円

四
万
千
円

一
万
五
百
円

四
万
九
千
円

一
万
二
千
五
百
円

五
万
七
千
円

一
万
四
千
五
百
円

六
万
五
千
五
百
円

一
万
六
千
五
百
円

七
万
四
千
円

一
万
八
千
五
百
円

八
万
三
千
円

二
万
千
円

第
一
項
第
五
号

四
千
五
百
円

千
五
百
円

六
千
円

千
五
百
円

第
二
項
第
一
号

三
千
七
百
円

千
円

四
千
七
百
円

千
二
百
円

四
万
六
千
四
百
円

一
万
二
千
円

五
万
三
千
二
百
円

一
万
三
千
五
百
円

六
万
千
二
百
円

一
万
五
千
五
百
円

七
万
四
百
円

一
万
八
千
円

八
万
八
千
八
百
円

二
万
二
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
イ

二
万
六
千
四
百
円

七
千
円

三
万
二
千
八
百
円

八
千
五
百
円

三
万
九
千
二
百
円

一
万
円

四
万
五
千
六
百
円

一
万
千
五
百
円

五
万
二
千
四
百
円

一
万
三
千
五
百
円

五
万
九
千
二
百
円

一
万
五
千
円

六
万
六
千
四
百
円

一
万
七
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑵

一
万
四
千
五
百
円

四
千
円

六
千
五
百
円

二
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑷

一
万
千
五
百
円

三
千
円

二
万
五
千
五
百
円

六
千
五
百
円

四
万
五
百
円

一
万
五
百
円

五
万
九
千
四
百
円

一
万
五
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑸

一
万
千
五
百
円

三
千
円

八
千
円

二
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑹

一
万
六
千
円

四
千
円

一
万
千
円

三
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑺

三
万
五
百
円

八
千
円

一
万
九
千
円

五
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑻

二
万
六
千
五
百
円

七
千
円

一
万
六
千
円

四
千
円

第
一
項
第
四
号
イ
⑴

一
万
二
千
円

三
千
円

一
万
四
千
五
百
円

四
千
円

一
万
七
千
五
百
円

四
千
五
百
円
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�　

付
則
第
九
条
の
三
第
四
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
の
」
を
「
次
の
」
に

、
「
読
み
替
え
後
」
を
「
読
替
え
後
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
表
を
加
え
る
。　

六
千
三
百
円

千
六
百
円

第
二
項
第
二
号

五
千
二
百
円

千
三
百
円

六
千
三
百
円

千
六
百
円

八
千
円

二
千
円

第
一
項
第
一
号
イ

七
千
五
百
円

四
千
円

八
千
五
百
円

四
千
五
百
円

九
千
五
百
円

五
千
円

一
万
三
千
八
百
円

七
千
円

一
万
五
千
七
百
円

八
千
円

一
万
七
千
九
百
円

九
千
円

二
万
五
百
円

一
万
五
百
円

二
万
三
千
六
百
円

一
万
二
千
円

二
万
七
千
二
百
円

一
万
四
千
円

四
万
七
百
円

二
万
五
百
円

第
一
項
第
一
号
ロ

二
万
九
千
五
百
円

一
万
五
千
円

三
万
四
千
五
百
円

一
万
七
千
五
百
円

三
万
九
千
五
百
円

二
万
円

四
万
五
千
円

二
万
二
千
五
百
円

五
万
千
円

二
万
五
千
五
百
円

五
万
八
千
円

二
万
九
千
円

六
万
六
千
五
百
円

三
万
三
千
五
百
円

七
万
六
千
五
百
円

三
万
八
千
五
百
円

八
万
八
千
円

四
万
四
千
円

十
一
万
千
円

五
万
五
千
五
百
円

第
一
項
第
二
号
イ

六
千
五
百
円

三
千
五
百
円

九
千
円

四
千
五
百
円

一
万
二
千
円

六
千
円

一
万
五
千
円

七
千
五
百
円

一
万
八
千
五
百
円

九
千
五
百
円

二
万
二
千
円

一
万
千
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
三
千
円

二
万
九
千
五
百
円

一
万
五
千
円

四
千
七
百
円

二
千
四
百
円

第
一
項
第
二
号
ロ

八
千
円

四
千
円

一
万
千
五
百
円

六
千
円

一
万
六
千
円

八
千
円

二
万
五
百
円

一
万
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
三
千
円

三
万
円

一
万
五
千
円

三
万
五
千
円

一
万
七
千
五
百
円

四
万
五
百
円

二
万
五
百
円

六
千
三
百
円

三
千
二
百
円

第
一
項
第
二
号
ハ
⑴

七
千
五
百
円

四
千
円

一
万
五
千
百
円

八
千
円

第
一
項
第
二
号
ハ
⑵

一
万
二
百
円

五
千
五
百
円

二
万
六
百
円

一
万
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑴
ア

六
千
円

三
千
円

六
千
八
百
円

三
千
五
百
円

七
千
六
百
円

四
千
円

一
万
千
円

五
千
五
百
円

一
万
二
千
五
百
円

六
千
五
百
円

一
万
四
千
三
百
円

七
千
五
百
円

一
万
六
千
四
百
円

八
千
五
百
円

一
万
八
千
八
百
円

九
千
五
百
円

二
万
千
七
百
円

一
万
千
円

三
万
二
千
五
百
円

一
万
六
千
五
百
円
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第
一
項
第
三
号
イ
⑴
イ

二
万
千
二
百
円

一
万
千
円

二
万
五
千
六
百
円

一
万
三
千
円

三
万
四
百
円

一
万
五
千
五
百
円

三
万
五
千
二
百
円

一
万
八
千
円

四
万
四
百
円

二
万
五
百
円

四
万
五
千
六
百
円

二
万
三
千
円

五
万
千
二
百
円

二
万
六
千
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑵

一
万
千
円

五
千
五
百
円

五
千
円

二
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑷

九
千
円

四
千
五
百
円

一
万
八
千
五
百
円

九
千
五
百
円

二
万
九
千
五
百
円

一
万
五
千
円

四
万
三
千
六
百
円

二
万
二
千
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑸

九
千
円

四
千
五
百
円

六
千
五
百
円

三
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑹

一
万
二
千
円

六
千
円

八
千
五
百
円

四
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑺

二
万
三
千
円

一
万
千
五
百
円

一
万
三
千
五
百
円

七
千
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑻

一
万
九
千
五
百
円

一
万
円

一
万
二
千
円

六
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
ア

二
万
三
千
六
百
円

一
万
二
千
円

二
万
七
千
六
百
円

一
万
四
千
円

三
万
千
六
百
円

一
万
六
千
円

三
万
六
千
円

一
万
八
千
円

四
万
八
百
円

二
万
五
百
円

四
万
六
千
四
百
円

二
万
三
千
五
百
円

五
万
三
千
二
百
円

二
万
七
千
円

六
万
千
二
百
円

三
万
千
円

七
万
四
百
円

三
万
五
千
五
百
円

八
万
八
千
八
百
円

四
万
四
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
イ

二
万
六
千
四
百
円

一
万
三
千
五
百
円

三
万
二
千
八
百
円

一
万
六
千
五
百
円

三
万
九
千
二
百
円

二
万
円

四
万
五
千
六
百
円

二
万
三
千
円

五
万
二
千
四
百
円

二
万
六
千
五
百
円

五
万
九
千
二
百
円

三
万
円

六
万
六
千
四
百
円

三
万
三
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑵

一
万
四
千
五
百
円

七
千
五
百
円

六
千
五
百
円

三
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑷

一
万
千
五
百
円

六
千
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
三
千
円

四
万
五
百
円

二
万
五
百
円

五
万
九
千
四
百
円

三
万
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑸

一
万
千
五
百
円

六
千
円

八
千
円

四
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑹

一
万
六
千
円

八
千
円

一
万
千
円

五
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑺

三
万
五
百
円

一
万
五
千
五
百
円

一
万
九
千
円

九
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
ロ
⑻

二
万
六
千
五
百
円

一
万
三
千
五
百
円

一
万
六
千
円

八
千
円

第
一
項
第
四
号
イ
⑴

一
万
二
千
円

六
千
円

一
万
四
千
五
百
円

七
千
五
百
円

一
万
七
千
五
百
円

九
千
円

二
万
円

一
万
円

二
万
二
千
五
百
円

一
万
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
三
千
円
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�　

付
則
第
九
条
の
三
第
五
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

　

�　

付
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一

日
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

�　

付
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三�

十
一
日
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

　

�　

付
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
第
十
二
項
」
を

「
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
表
付
則
第
五
条
の
三
の
二
第
二
項
第
二
号
の
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項

中
「
第
六
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
二
条
の
う
ち
、
福
岡
県
税
条
例
付
則
第
九
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
以
下
こ
の
条
」
を

「
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
」
、
「
。
同
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
バ
ス
」
に
」
の
下
に
「
、
「

平
成
三
十
一
年
度
分
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
年
度
以
後
の
年
度
分
」
に
」
を
加
え
、
同
項
第
一

号
の
改
正
規
定
中
「
初
回
新
規
登
録
」
に
」
の
下
に
「
、
「
も
の
」
を
「
も
の　

初
回
新
規
登
録
を

受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度
」
に
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
の

改
正
規
定
中
「
初
回
新
規
登
録
」
に
」
の
下
に
「
、
「
も
の
」
を
「
も
の　

初
回
新
規
登
録
を
受
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度
」
に
」
を
加
え
る
。

　

（
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

三
条　

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年

福
岡
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
八
項
第
五
号
」
を
「
第
十
条
第
七
項
第
六
号
」
に
、
「
第
四
十
二

条
の
四
第
八
項
第
六
号
」
を
「
第
四
十
二
条
の
四
第
八
項
第
七
号
」
に
、
「
第
六
十
八
条
の
九
第
八

項
第
五
号
」
を
「
第
六
十
八
条
の
九
第
八
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

第�

一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
福
岡
県
税

八
千
円

四
千
円

二
万
九
千
円

一
万
四
千
五
百
円

第
一
項
第
四
号
イ
⑵

二
万
六
千
五
百
円

一
万
三
千
五
百
円

三
万
二
千
円

一
万
六
千
円

三
万
八
千
円

一
万
九
千
円

四
万
四
千
円

二
万
二
千
円

五
万
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

五
万
七
千
円

二
万
八
千
五
百
円

六
万
四
千
円

三
万
二
千
円

第
一
項
第
四
号
ロ
⑴

一
万
二
千
円

六
千
円

一
万
四
千
五
百
円

七
千
五
百
円

一
万
七
千
五
百
円

九
千
円

二
万
円

一
万
円

二
万
二
千
五
百
円

一
万
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
三
千
円

二
万
九
千
円

一
万
四
千
五
百
円

第
一
項
第
四
号
ロ
⑵

三
万
三
千
円

一
万
六
千
五
百
円

四
万
千
円

二
万
五
百
円

四
万
九
千
円

二
万
四
千
五
百
円

五
万
七
千
円

二
万
八
千
五
百
円

六
万
五
千
五
百
円

三
万
三
千
円

七
万
四
千
円

三
万
七
千
円

八
万
三
千
円

四
万
千
五
百
円

第
一
項
第
五
号

四
千
五
百
円

二
千
五
百
円

六
千
円

三
千
円

第
二
項
第
一
号

三
千
七
百
円

千
八
百
円

四
千
七
百
円

二
千
三
百
円

六
千
三
百
円

三
千
二
百
円

第
二
項
第
二
号

五
千
二
百
円

二
千
六
百
円

六
千
三
百
円

三
千
二
百
円
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条
例
第
二
十
条
の
五
の
三
並
び
に
付
則
第
五
条
の
四
、
第
五
条
の
五
、
第
五
条
の
六
及
び
第
七
条
の

改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第�

二
条　

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
三
十
一
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２�　

新
条
例
第
二
十
条
の
五
の
三
並
び
に
付
則
第
五
条
の
四
、
第
五
条
の
五
、
第
五
条
の
六
並
び
に
第

七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
平
成
三
十
一
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３�　

新
条
例
第
二
十
条
の
五
の
三
並
び
に
付
則
第
五
条
の
六
及
び
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
平
成
三
十
二
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
条
例
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
条
の
五
の
三

を
支
出
し
、
当
該
特
例
控
除
対
象
寄

附
金

又
は
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
平

成
三
十
一
年
六
月
一
日
前
に
支
出
し

た
も
の
に
限
る
。
）
を
支
出
し
、
こ

れ
ら
の
寄
附
金

付
則
第
五
条
の
六

規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金

支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）

当
該
特
例
控
除
対
象
寄
附
金

こ
れ
ら
の
寄
附
金

付
則
第
七
条
第
一
項

特
例
控
除
対
象
寄
附
金

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
又
は
第
二
十

条
の
五
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附

金
（
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
前
に

支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）

送
付

送
付
又
は
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
二
号
）
附
則
第
二
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
七

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
通
知
書
の

送
付

第�

三
条　

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し

、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第�

四
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第�

五
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
三
十
一
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
六
号

　
　
　

福
岡
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
六
月
二
十
日
」
を
「
六
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
条

例
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
は
、
第
一
項
の
通
知
（
更
正
通
知
及
び
再
認
定
通

知
を
除
く
。
）
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
は
同
条
第
三
項
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日

以
内
に
、
条
例
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
は
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
通
知

」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
中
「
許
可
取
消
通
知
書
」
を
「
利
用
許
可
取
消
通
知
書
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
第
八
項
た
だ
し
書
き
」
を
「
第
六
十
四
条
第
七
項
た
だ
し
書

又
は
第
七
十
条
第
八
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
二
条
と
す
る
。
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第
五
十
条
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
第
七
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
六
項
又
は
第
七
十
条
第
七
項
」

に
、
「
自
動
車
税
の
減
免
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

　

一　

自
動
車
税
又
は
軽
自
動
車
税
の
減
免
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
駐
車
料
等
の
減
額
が
必
要
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
場
合

　

第
五
十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
場
合
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十�

一
条
と
す
る
。

　

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
第
六
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
第
六
十
四
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
」
に
、
「
ま
た
は
二
級
建
築
士
」

を
「
又
は
二
級
建
築
士
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
条
と
す
る
。

　

第
四
十
八
条
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
住
宅
の
管
理

を
行
う
市
町
村
若
し
く
は
福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
又
は
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

　

（
管
理
の
特
例
）

第�

四
十
九
条　

条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
住
宅
等
の
管
理
を
市
町
村
又
は
福
岡
県

住
宅
供
給
公
社
に
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
二

項
第
三
号
、
第
三
条
、
第
七
条
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第

二
十
四
条
、
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
第
二
号
、
第
四
十
一
条

並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
又
は
福
岡
県
住
宅

供
給
公
社
理
事
長
」
と
、
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
別
紙
ま
で
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
十
号

か
ら
様
式
第
十
八
号
ま
で
、
様
式
第
四
十
一
号
及
び
様
式
第
四
十
七
号
か
ら
様
式
第
五
十
四
号
ま
で

の
規
定
中
「
福
岡
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
又
は
福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長
」
と
す

る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 号 第 条関係

県 営 住 宅 入 居 申 込 書

希

望

団

地

団地
希 望 の

住 宅 タ

イプ
・一般世帯向住宅 ・単身入居可能住宅

年

度
回

抽

選 番

号

斡

旋 順

位

地

区

団

地

当 選 斡

旋 住宅コード

福岡県知事 殿
県営住宅入居の承認を受けたいので、関係書類を添付して次のとおり申込みます。この申込書の

記載内容が事実と相違するときは申込みを無効とし、また、入居後に判明したときは退去することに

ついて異議ありません。

なお、申込者および同居予定者は法律で規定する暴力団員ではありません。このことについて福岡

県警察に照会することについて同意します。

年 月 日

申 込 者

フリガナ

印

現

住

所

〒
電話番

号
勤 務 先

住 所

勤 務 先

名 称

又は職業

勤 務

先電話

番 号

同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

続柄

フ リ ガ ナ

性別

生 年 月 日 年

齢

勤務先又

は 職 業

年間所得額 控 除 項 目 裁 量 項 目

氏 名 元 号 年 月 日
年分

所得
所得額 特

扶

老
配
老
扶

障 特
障
寡 特
寡
被
爆
引
揚
戦
傷

身
体
等
級

精
神
等
級

知
的
等
級

本人 男女

男女

男女

男女

男女

養
親
族

別
居
扶

男女
特

定

敷

金

徴

収

形

態

生

保

新

婚
男女

単 身 入 居

該 当 資 格

高齢 身障 生保被 爆

者

引 揚

者

被 災

者

戦 傷

病

過 疎

地
優先

入居

理由

ひ
と
り
親

高

齢
農
村
漁
村

障
が
い
の
あ
る
方

犯
罪
被
害
者

Ｄ
Ｖ
ひ
と
り
親

Ｄ
Ｖ
単
身

外
国
人

入居

様態

定

期

募

集

新

築

募

集

随

時

公

募

外

目

的

外

ポ

イ

ン

ト

方

式

年間所得合計 同居 扶養 親族数 その他の控除
審査基準

日
年

月 日 裁 量

階 層人員－ × 万 特扶・老配扶・障がい・特障 寡・特寡

万 万 万 万 万以下

円－ 円－ ＝Ａ Ａ／ ＝

収

入

月

収 円

分

位

人員

－

入居

時家

賃 円

敷

金 円
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様
式
第
二
号
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 号 第 条関係 裏

入居にあたっての注意事項

各種申請・届出について

入居の承継、新たな同居者の転入等については、福岡県知事の承認が必要です。

連帯保証人や身元保証人の変更、同居者の転出、入居者の出生、名義人の配偶者の

転入、県営住宅の 日以上の不使用等の場合には、福岡県知事への届出が必要です。

住宅を明渡す時は、退去予定日の 週間前までに住宅管理人又は指定管理者若しく

は管理代行者に退去予定日を連絡し、退去時検査を受けたのち、明渡届を指定管理者

又は管理代行者に提出してください。

家賃について

家賃は、毎月末日 末日が休日の場合は、その翌日 までに納めなければなりません。

督促状の指定期限後に納入されるときは、納期限の翌日から支払日までの期間の日

数に応じ、滞納金額の百円未満の端数を切り捨てた額に年 パーセントの割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければなりません。

入居者の方には毎年度前年の収入を申告していただき、この結果を基に翌年度の家

賃を算定します。収入を申告されないときは、近傍同種の住宅の家賃となります。

保管義務について

県営住宅の使用にあたっては、必要な注意を払い、住宅を正常な状態において維持

してください。

畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等、軽微な修繕の費用は入居者

の方の負担となります。

契約解除

家賃の 月以上滞納、県営住宅又は共同施設の故意によるき損、迷惑行為等の場合に

は、契約解除の上明渡請求をすることがあります。

その他

入居中は周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはいけません。

福岡県営住宅条例及びその他の関係法令を遵守してください。

詳細については、入居時に配布する「住まいのしおり」を参照してください。
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様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
四
号
そ
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 号 第 条関係

県 住 第 号

年 月 日

管理人 様

印

福 岡 県 知 事

県 営 住 宅 入 居 通 知 書

下記の方があなたの管理の住宅に入居する予定ですので、よろしくお願いします。

記

入居承認予定住宅 団地名 住宅番号

入居決定者氏名

入 居 指 定 日 年 月 日
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様式第 号その 第 条関係 表

一般入居者用

地 区 団 地 管 理 住 宅 番 号 順 位

請 書

年 月 日
福岡県知事 殿

下記住宅の入居の決定を受けた上は、福岡県営住宅条例第 条の規定により定められた家賃を納期限までに支払うほ

か、裏面の注意事項、条例及び福岡県営住宅条例施行規則並びにこれらの規定に基づく指示を下記同居者とともに堅く

守ります。

連帯保証人は、入居者と連帯して家賃その他の債務について一切の義務を負担します。

なお、管理上必要であるため、入居者及び同居者の情報を団地管理人及び団地自治会へ通知することを同意します。

入居者
現 住 所

氏 名 印 男・女 生年月日 年 月 日

カ ナ 氏 名 姓 名

勤務先名称

勤務先住所 〒 －

同居者

氏 名 続柄 生 年 月 日 氏 名 続柄 生 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

入居予定日

年 月 日

連帯保証人
氏 名 実印 カナ氏名 姓 名

生 年 月 日 年 月 日 自宅電話

入居者との

関 係
親 子供 兄弟姉妹

その他

の親族
会社同僚上司 知人その他

住 所 〒 －

勤務先名称 勤務先電話

物件の表示

団地名 住宅番号 入居時家賃 円

県営住宅鍵預かり書
氏名 印

下記のとおり県営住宅の鍵を預かりましたので、責任を持って保管し、破損紛失その他事故があったときは

弁償いたします。預かりました鍵は、住宅明渡しの時は３本全てを返還します。

鍵３本 Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ．
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様式第 号その 第 条関係 裏

請書の添付書類

連帯保証人の印鑑登録証明書

連帯保証人資格申告書

入居にあたっての注意事項

各種申請・届出について

入居の承継、新たな同居者の転入等については、福岡県知事の承認が必要です。

連帯保証人の変更、同居者の転出、入居者の出生、名義人の配偶者の転入、県営住

宅の 日以上の不使用等の場合には、福岡県知事への届出が必要です。

住宅を明渡す時は、退去予定日の 週間前までに住宅管理人又は指定管理者若しく

は管理代行者に退去予定日を連絡し、退去時検査を受けたのち、明渡届を指定管理者

又は管理代行者に提出してください。

家賃について

家賃は、毎月末日 末日が休日の場合は、その翌日 までに納めなければなりません。

督促状の指定期限後に納入されるときは、納期限の翌日から支払日までの期間の日

数に応じ、滞納金額の百円未満の端数を切り捨てた額に年 パーセントの割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければなりません。

入居者の方には毎年度前年の収入を申告していただき、この結果を基に翌年度の家

賃を算定します。収入を申告されないときは、近傍同種の住宅の家賃となります。

保管義務について

県営住宅の使用にあたっては、必要な注意を払い、住宅を正常な状態において維持

してください。

畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等、軽微な修繕の費用は入居者

の方の負担となります。

契約解除

家賃の 月以上滞納、県営住宅又は共同施設の故意によるき損、迷惑行為等の場合に

は、契約解除の上明渡請求をすることがあります。

その他

入居中は周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはいけません。

福岡県営住宅条例及びその他の関係法令を遵守してください。

詳細については、入居時に配布する「住まいのしおり」を参照してください。

入居（引越し）が完了したら、必ず住民票の異動の手続を行っていください。
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様式第 号その 第 条関係 表

単身入居者用

地 区 団 地 管 理 住 宅 番 号 順 位

請 書

年 月 日

福岡県知事 殿

下記住宅の入居の許可を受けた上は、福岡県営住宅条例第 条の規定により定められた家賃を納期限までに支払うほか、裏面の注意

事項、条例及び福岡県営住宅条例施行規則並びにこれらの規定に基づく指示を堅く守ります。

連帯保証人は、入居者と連帯して家賃その他の債務について一切の義務を負担します。

なお、管理上必要であるため、入居者及び同居者の情報を団地管理人及び団地自治会へ通知することを同意します。

入居者

現 住 所

氏 名 印 男・女 生年月日 年 月 日

カ ナ 氏 名
姓 名

勤務先名称

勤務先住所
〒

－

身元保証人

氏 名 実印 カナ氏名 姓 名

生 年 月 日 年 月 日 自宅電話

入居者との

関 係
親 子 供 兄弟姉妹 その他の親族 会社同僚上司 知人その他

住 所
〒

－

勤務先名称 勤務先電話

入居予定日

年 月 日

連帯保証人

氏 名 実印 カナ氏名 姓 名

生 年 月 日 年 月 日 自宅電話

入居者との

関 係
親 子 供 兄弟姉妹 その他の親族 会社同僚上司 知人その他

住 所
〒

－

勤務先名称 勤務先電話

物件の表示

団地名 住宅番号 入居時家賃 円

県営住宅鍵預かり書

氏名 印

下記のとおり県営住宅の鍵を預かりましたので、責任を持って保管し、破損紛失その他事故があったときは弁償いたします。預か

りました鍵は、住宅明渡しの時は３本全てを返還します。

鍵３本 Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ．
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様式第 号その 第 条関係 裏

請書の添付書類

連帯保証人の印鑑登録証明書

連帯保証人資格申告書

身元保証人の印鑑登録証明書

入居にあたっての注意事項

各種申請・届出について

入居の承継、新たな同居者の転入等については、福岡県知事の承認が必要です。

連帯保証人や身元保証人の変更、同居者の転出、入居者の出生、名義人の配偶者の

転入、県営住宅の 日以上の不使用等の場合には、福岡県知事への届出が必要です。

住宅を明渡す時は、退去予定日の 週間前までに住宅管理人又は指定管理者若しく

は管理代行者に退去予定日を連絡し、退去時検査を受けたのち、明渡届を指定管理者

又は管理代行者に提出してください。

家賃について

家賃は、毎月末日 末日が休日の場合は、その翌日 までに納めなければなりません。

督促状の指定期限後に納入されるときは、納期限の翌日から支払日までの期間の日

数に応じ、滞納金額の百円未満の端数を切り捨てた額に年 パーセントの割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければなりません。

入居者の方には毎年度前年の収入を申告していただき、この結果を基に翌年度の家

賃を算定します。収入を申告されないときは、近傍同種の住宅の家賃となります。

保管義務について

県営住宅の使用にあたっては、必要な注意を払い、住宅を正常な状態において維持

してください。

畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等、軽微な修繕の費用は入居者

の方の負担となります。

契約解除

家賃の 月以上滞納、県営住宅又は共同施設の故意によるき損、迷惑行為等の場合に

は、契約解除の上明渡請求をすることがあります。

その他

入居中は周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはいけません。

福岡県営住宅条例及びその他の関係法令を遵守してください。

詳細については、入居時に配布する「住まいのしおり」を参照してください。

入居（引越し）が完了したら、必ず住民票の異動の手続を行ってください。
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様式第 4号別紙(第 4条関係) 
 

年 月 日 
 

 
 

連 帯 保 証 人 資 格 申 告 書 
 
 

福 岡 県 知 事 殿 
 
 

（連帯保証人）  

住所  

電話  

氏名 印  

（署名）  

生年月日 年 月 日  

 
私は、入居者（ ）の連帯保証人になるこ

とを承諾し、下記のとおり連帯保証人の資格があることを申告いたします。 
 
 

記 
 

１ 満２０歳以上の成人（２０歳未満の既婚者を含む）です。 
 
２ 成年被後見人、被保佐人、被補助人ではありません。 
 
３ 入居者の世帯と同等以上の継続した収入があります。 
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様式第 号 第 条関係

地 区 団 地 管 理 住 宅 番 号 順 位

県 営 住 宅 同 居 者 異 動 届 兼収入・家賃再認定申告書

年 月 日

福岡県知事 殿 フリガナ

団地名 住宅番号 号 名義人：氏名 印

電話 － －

私の世帯について、下記のとおり同居者の異動が生じましたので、証明する関係書類を添えて届け出ます。

同
・
別

続柄 氏 名 性別

生 年 月 日

職業又は

勤務先

（電話番号）

異動理由及

び異動年月

日

年間所

得金額

円

諸 控 除 該 当 欄 裁 量 項 目 欄

元 号 年 月 日
特

扶

老

配

老

扶

障
特

障
寡

特

寡

障が

い級

種

類
級

種

類
級

本
人
・
同
居
者

本人 男女

男女

男女

男女

男女

別居

扶養

配偶

者

男女

男女

転
出
・
転
入
者

男女

年 月 日

転出・転入

（ ）

男女

年 月 日

転出・転入

（ ）

男女

年 月 日

転出・転入

（ ）

男女

年 月 日

転出・転入

（ ）

異動後の同居者 別居扶養・配偶者を除く。

の現況転入 転出 により異動後の世帯人員は

本人を含めて
名です。

合 計

注 同居者の転出及び転入を証する書類を必ず添付してください。

注 出生及び本人 名義人 との婚姻による転入以外は、県営住宅同居承認申請書による福岡県知事の承認が必要です。

審査基準日 年 月 日

年間所得合計 同居 扶養 数 その他の控除額

人員－ × 万 特扶・老配扶・障がい・特障 寡・特寡

万 万 万 万 万以下

円－ 円－ ＝Ａ Ａ／ ＝

区分変更 →
裁 量

階 層

収 入

月 収

区

分

収

入

人

員

－
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様式第 号 第 条関係

県営住宅収入申告書 兼同居者異動届・死亡・出生届、名義人の結婚による同居届

福岡県知事 殿

福岡県営住宅条例第 条第 項の規定に基づき、私及び同居者並びに別居扶養者の 年

月 日から 年 月 日までの年間所得額 諸控除等を証する書類を含む。 を、次の

とおり申告します。

なお、添付書類に不足がある場合、公営住宅法第 条に基づき収入状況等の調査を行うこと

に同意します。

また、名義人の結婚による同居に該当する場合は、入居資格（暴力団員）について、福岡県警

察本部に照会されることに同意します。 年 月 日提出

住宅コード 団地 住宅番号 号 登録入居者 名義人

電話番号

フリガナ

氏 名
印

続

柄

同居

・

別居

フ リ ガ ナ
性

別

生 年 月 日 職業又は勤務先

電話番号

前回申告以後に転出、死亡又

は転入 出生、本人との婚姻

による同居者異動届内容

摘 要 欄
氏 名 元 号 年 月 日

本

人

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入

同

別

男

女

年 月 日

転 出 ・ 転 入
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様式第 号 第 条関係

地 区 団 地 管 理 住 宅 番 号 順 位

県営住宅同居承認申請書 兼収入・家賃再認定申請書

年 月 日

福岡県知事 殿

団地名 住宅番号 号 名義人氏名 印

電話 － －

私の世帯の同居者として、下記の者の同居承認を受けたいので、次のとおり申請します。

なお、承認の上は、福岡県営住宅条例及びこれに基づく指示を堅く守ります。

同
・
別

続柄 氏 名 性別

生 年 月 日

職業又は勤務

先 電話番号

年間所得金額

円

諸 控 除 該 当 欄 裁 量 項 目 欄

元 号 年 月 日
特

扶

老

配

老

扶

障
特

障
寡

特

寡

障が

い級
種類 級

種

類
級

本
人
又
は
同
居
者

本人 男女

男女

男女

男女

別居扶

養 配

偶 者

男女

男女

同居し

ようと

する者

男女

男女

男女

同居しようと

する者の現住

所

〒
世帯全員

名
合 計

同居の理由

同居期間 年 月 日から 年 月 日まで

注 本人、同居者及び同居しようとする者の収入を証する書類を必ず添付してください。

注 名義人 申請者 と同居しようとする者の続柄を証する書類を必ず添付してください。

注 同居の理由を具体的に明記してください。なお、申請者が退去等により、同居者が入居承継

承認申請をした場合、同居承認日から一年未満の同居者ヘの入居承継は承認できません。
審査基準

日
年 月 日

年間所得合計 同居 扶養 数 その他の控除額

人員－ × 万 特扶・老配扶・障がい・特障・寡・特寡

万 万 万 万 万以下 万以下

円－ 円－ ＝Ａ Ａ／ ＝

区分変更 →

裁 量

階 層

収

入

月

収

区

分

収

入

人

員

－
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様式第 号 第 条関係

地 区 団 地 管 理 住 宅 番 号 順 位

県 営 住 宅 入 居 承 継 承 認 申 請 書（兼収入・家賃再認定申請書）

年 月 日

福岡県知事 殿

フ リ ガ ナ

新名義人予定者

団地名 住宅番号 号 入居承継しようとする同居者氏名 印

電話 － －

このたび、私を新名義人として下記の理由により入居承継の承認を受けたいので、次のとおり申請します。

なお、承認の上は、福岡県営住宅条例及びこれに基づく指示を堅く守ります。

入居承継理由 該当する番号に○を付けてください。下記の枠内の①、②、③を選んだ方は日付を記入してください。⑨を選んだ方は括弧欄に具体的な

理由を書いてください。

①現名義人の死亡 年 月 日 ②離婚又は内縁関係の解除 年 月 日 ③現名義人の転出 年 月 日

⑨その他

入居承継しようとする同居者と現名義人の続柄 該当する番号に○を付けてください。 及び入居 同居承認 年月日

現名義人との続

柄
①配偶者 ②子供 ③その他の親族 ④その他の関係

入居 同居承認 年月

日
年 月 日

現名義人の入居承継に関する承諾等 現名義人が死亡等の場合は記入不要です。

県営住宅の入居に関する一切の権利義務を承継することに異議はありません。

年 月 日 現名義人 印

現名義人の入居

同居承認 年月日
年 月 日

入居承継申請時の同居世帯員等

同
・
別

続柄 氏 名 性別

生 年 月 日

職業又は勤務

先 電話番号

年間所得金

額

円

諸 控 除 該 当 欄 裁 量 項 目 欄

元 号 年 月 日
特

扶

老

配

老

扶

障
特

障
寡

特

寡

障が

い級
種類 級

種

類
級

本 人・

同居者

本人 男女

男女

男女

男女

男女

別居扶

養 配

偶 者

男女

男女

世帯全員 名 合 計

注 本人及び同居者の収入を証する書類等を必ず添付してください。また、請書 連帯保証人の連署及びこれに関する必要書類を含む。 を必ず提出して

ください。

注 現名義人と入居承継しようとする同居者の続柄を証する書類を必ず添付してください。

注 入居承継理由を明らかに証する書類を提出してください。なお、同居承認日から一年未

満の同居者ヘの入居承継は承認できません。
審査基準

日
年 月 日

年間所得合計 同居 扶養 数 その他の控除額

人員－ × 万 特扶・老配扶・障がい・特障 寡・特寡

万 万 万 万 万以下

円－ 円－ ＝Ａ Ａ／

区分変更 →
裁量

階層

収

入

月

収

区
分

収
入

人

員

－
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様
式
第
三
十
五
号
中
「
（住

宅
明
渡
し
努
力
義
務
発
生
日　
平
成　
年　
月　
　
日
か
ら

）
」
を
「

（住
宅
明
渡
し
努
力
義
務
発
生
日　
　
　
　
年　
月　
日
か
ら

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
七
号
及
び
様
式
第
三
十
八
号
中

　

生　
　
年　
　
月　
　
日

年　
　
号

年
月

日

明
大
昭
平

明
大
昭
平

明
大
昭
平

明
大
昭
平

明
大
昭
平

明
大
昭
平

明
大
昭
平

明
大
昭
平

明
大
昭
平

　

を　

生　
　
年　
　
月　
　
日

年　
　
号

年
月

日

　

に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 号 第 条関係

駐 車 場 利 用 申 込 書

年 月 日

福岡県知事 殿

駐車場区画番号 番 自治会担当役員確認欄 年 月 日 ㊞

福岡県営住宅条例第 条の規定により、関係書類を添えて駐車場の利用を申し込みます。

申

込

者

住 所 県営住宅 団地 棟 号
（自宅）

電話番号
－ －

フ リ ガ ナ

生年月日 年 月 日
氏 名 ㊞

１ 勤務先名称

電話番号 － －

２ 無 職

申込区分

住宅名義人氏名
申込者と

の続柄

駐

車

す

る

自

動

車

自動車検査証のとおりに記入してください。

自動車登録番号 ナンバー 車名 メーカー 自動車の種別 自家用・事業用の別

軽 小型 普通 自家用 事業用

車 種（車の名前） 車 台 番 号 長さ 幅

５００ｃｍ以下

ｃｍ

１９０ｃｍ以下

ｃｍ

所有者の氏名又は名称

所 有 者 の 住 所

使用者の氏名又は名称

使 用 者 の 住 所

申込者の氏名と、

所有者及び使用者

の氏名が異なる場

合は、その理由

割賦購入 購入予定 年 月 日頃

所有者より購入したが、 その他（ ）

名義変更が済んでいない。 所有者から借りている。

同居家族の名義にしている。 会社の車
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様
式
第
四
十
八
号
（
裏
）
中
「知

事

」
を
「福

岡
県
知
事

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 号 第 条関係

駐車場利用（変更）許可書

駐 車 区 画 番 号

左記の駐車場について

自 動 車 登 録 番 号 福岡県営住宅条例により

利用を許可します。

利用（変更）許可期間

福岡県知事 印
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様
式
第
五
十
一
号
か
ら
様
式
第
五
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 号 第 条関係

駐車場利用変更申請書 利用者変更用

年 月 日

福岡県知事 殿

駐車場区画番号 住 所 旧 利 用 者 ㊞

番 県営住宅 団地 棟 号

自 宅 番 号 － －

勤 務 先

電 話 番 号
－ －

福岡県県営住宅条例第 条第 項の規定により、駐車場場所の変更の許可を受けたいので、関係書類

を添えて下記のとおり申請します。

記

新

利

用

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名 ㊞

旧 現在

の 利用

者との

続 柄

配偶者 兄弟・姉妹

親 その他

子 供

勤務先名称

電話番号 － －

無 職

変更を要する

理 由

結 婚 年 月 日 転 居 年 月 日

離 婚 年 月 日 そ の 他

死 亡 年 月 日

変更許可条件

旧利用者が死亡・転居及び特別な事情がある場合において、当該住宅に入居許可を受けて同居して

いる親族であり、駐車料及び家賃に未納がある場合は、完納後でないと変更できない。

保証金に係る権利は、変更許可と同時に新利用者に譲渡すること。

変更許可月及びその翌月の駐車料金を福岡県住宅供給公社の事務処理の都合により旧利用者に請求

した場合は、旧利用者が支払うこと。この場合、新旧利用者相互において、その精算を行うこと。

申請事項が事実と相違する場合は、利用許可の取消をすることがある。
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様式第 号 第 条関係

駐車場利用変更申請書 車種等変更用

年 月 日

福岡県知事 殿

駐車場区画番号 住 所 氏 名 ㊞

番 県 営 住 宅 団 地 棟 号

自宅番号 － －

勤 務 先

電話番号
－ －

福岡県県営住宅条例第 条第 項の規定により、駐車場の場所変更の許可を受けたいので、関係書類

を添えて下記のとおり申請します。

記

変更する事項（自動車検査証のとおりに記入してください。）

駐

車

す

る

自

動

車

自動車登録番号 ナンバー 車 名 メーカー 自動車の種別 自家用・事業用の別

軽 小型 普通 自家用 事業用

車 種（車の名前） 車 台 番 号 長さ 幅

５００ｃｍ以下

ｃｍ

１９０ｃｍ以下

ｃｍ

所有者の氏名又は名称

所 有 者 の 住 所

使用者の氏名又は名称

使 用 者 の 住 所

車 種 等 変 更 理 由

自動車買替 破損等による自動車登録番号の変更

保管場所 住所 変更 自動車新規購入

名義変更 その他（ ）

名義保管場所 住所 変更

自動車保管場所使用承諾証明申請日 年 月 日
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様式第 号 第 条関係

駐 車 場 利 用 中 止 届

年 月 日

福岡県知事 殿

私は現在使用している県営住宅 団地の駐車場を 年 月 日で利用を中

止しますので、福岡県営住宅条例第 条第 項の規定により、届け出ます。

利

用

者

駐車場区画番号 住 所 フリガナ

番 県営住宅 団地 棟 号 氏 名 ㊞

理 由

該当項目を○で

囲んで下さい

その他の場合は内容を詳

しく記入してください。

退去のため 団地以外の駐車場を確保したため

車を廃車したため その他

車を売却したため

連絡先 退去の場合

は転居先住所も記

入してください。

〒 － 携帯 ）

※ 希望される還付方法の番号を○で囲み、必要事項を記入して下さい。

保
証
金
の
還
付
方
法

振

込

現在の駐車料の引き落し口座に振り込んで下さい。

下記の口座に振り込んで下さい。 金融機関の通帳の写しが必要です。

↑
い
ず
れ
か
を
○
で
囲
む

銀
行
等

銀 行 名 支 店 名 銀行コード 店舗コード
預金種別

○印
口 座 番 号

１
普
通

２
当
座

郵
便
局

郵政省番号 通帳番号 通帳番号 右詰で記入

９ ９ ０ ０ の

口座名義人 カナで記入
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様式第 号 第 条関係

利 用 許 可 取 消 通 知 書

利用許可取消決定者 様

あなたの駐車場利用については、福岡県営住宅条例第 条に基づき、下記のとおり利用

許可の取消を通知します。

記

駐車場区画番号 番

利用許可取消日 年 月 日

理 由

年 月 日

福岡県知事 印
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様
式
第
五
十
六
号
中
「
（第

49条
関
係

）
」
を
「
（第

50条
関
係

）
」
に
、
「第

64条
第
１
項

」
を

「第
66条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


